
９，３２５ 人

 ●町の貯金と借金 （一般会計　令和元年度末）

貯金 借金

町民１人当たりの貯金 町民１人当たりの将来にわたる負担

財源を調整する為の積立金残高・・ 10億7,800万円

借金を返す為の積立金残高・・・・・・ 5億315万円

その他の積立金残高・・・・・・・・・・・・ 7億2,109万円

 ●町民１人あたりの歳出決算額（一般会計）
※町の歳出経費を令和２年３月末の人口９，３２５人で割って計算しています。

まちの財政（一般会計）を、年間収入３００万円の家庭に置き換えてみると

１ケ月当たりの収入支出は･･･

※四捨五入処理しておりますので合計が合わない場合があります。

11.2％

事業収入76,566円

1.6％

8.3％

（町税）

パート収入

（使用料など）

3.3％

小　計

その他

（繰越金、諸収入）

預金引出し

（基金の繰入れ）

親などからの援助

（地方交付税・補助金など）

12.8％

7,823円

33,187円

（物件費） 4.2％

小　計
14.0％

（補助費等）

家の新築・改築など

家や車の補修費

（普通建設事業費）

（維持補修費・災害復旧費）

町内会費・寄付金

収入合計支出合計

ローン返済

（公債費）

子どもへの仕送り

（繰出金）

預金（貯金）

11.7％

3,793円

（積立金）

19,675円

100.0％

借入金

（町債）

27,735円

250,000円237,049円

100.0％

10,500円

令和２年３月末住民基本台帳人口

28,000円

２３億２２４万円 ５４億３，８３７万円

約５８万３千円約２４万７千円

支出（284万円／年間）

７３万円／年

収入(300万円／年間）

自
主
財
源

生活費など

（人件費・扶助費）

光熱水費、車の購入など

37,928円

32.3％

16.0％

30,342円

支　　出 収　　入

25,250円

10.1％

22.9％

167,500円

67.0％

18,250円

57,250円

依
存
財
源

7.3％

0.2％

500円

192,750円

77.1％

令和元年度に町民の皆さんに納めていただい
た税金や、国・県からの補助金・地方交付税な
どがどのくらい入り、どのように使われたかを
示す一般会計等決算の概況を次のとおり公表し
ます。
７１億７，８９６万円の歳入(収入)に対して

６８億７０２万円の歳出(支出)があり、差し引
き３億７，１９４万円は令和２年度に繰越しま
した。

ぜひご覧下さい!!

上記のうち、地方債（借金）の種類ごとに異なり

ますが、毎年返済する元金と利子の30％～100％

が地方交付税（国から全国の市町村に配分される

お金）において措置されます。



（単位：万円）

年度 平成30年度 令和元年度

款 決 算 額 決 算 額

7,890 7,839 △ 0.6

80,842 92,737 14.7

203,501 203,682 0.1

64,574 64,658 0.1

0 0 0.0

79,304 72,629 △ 8.4

6,842 8,359 22.2

56,991 64,987 14.0

26,906 49,641 84.5

43,267 44,829 3.6

8,117 14,690 81.0

104,049 56,651 △ 45.6

0 0 0.0

682,283 680,702 △ 0.2

（単位：万円）

年度 平成30年度 令和元年度

款 決 算 額 決 算 額

79,203 80,518 1.7

27,656 27,675 0.1

291,355 290,678 △ 0.2

18,492 18,592 0.5

63,956 84,686 32.4

79,585 77,387 △ 2.8

13,098 21,643 65.2

3,017 3,223 6.8

59,549 841 △ 98.6

43,150 40,058 △ 7.2

43,280 72,595 67.7

722,341 717,896 △ 0.6

前年度比
（ ％ ）

町 税

地方譲与税等

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農林水産業費

一般会計の目的別歳出決算の状況

商 工 費

予 備 費

前年度比
（ ％ ）

議 会 費

総 務 費

合 計

繰 入 金

繰 越 金

県 支 出 金

財産収入及び諸収入

寄 附 金

町 債

６８億　　７０２万円

合 計

●収入

国 庫 支 出 金

●支出

負担金及び使用料

地 方 交 付 税

　決算額(一般会計)は、平成３０年度と比較して１，５８１万円、

０．２％の減となりました。

　目的別に見てみますと、消防費で２億２，７３５万円、８４．

５％の増と大幅に増えておりますが、これは、防災行政無線整備事

業などによるものです。また、公共施設基金積立などに伴い、総務

費において１億１，８９５万円の増、１４．７％の増となっており

す。

　商工費では観光拠点施設整備事業、歴史回廊たらぎ交流促進事業

などの実施により１，５１７万円、２２．２％の増となっておりま

す。

　公債費（借金返済）につきましては、平成３０年度に繰上償還を

実施したため４億７，３９８万円、４５．６％の減となっておりま

す。

　決算額(一般会計)は、平成３０年度と比較して４，４４５万円、

０．６％の減となりました。

　主な減額の要因としましては、平成３０年度に繰上償還を実施し

たことに伴い減債基金の取り崩しを行ったことでの減などがあげら

れます。

　収入総額の４０．５％を地方交付税（国からの配分金）が占めて

おり、町税におきましては市町村たばこ税の増などにより、令和元

年度については１．７％の増となりました。地方交付税等の依存財

源に頼った財政運営となっておりますので、今後、地方交付税が減

額されることになりますと更に厳しい財政運営を迫られる事になり

ます。

一般会計の歳入決算の状況７１億７，８９６万円

 　６８億　　７０２万円

７１億７，８９６万円

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

町税

11.2％
地方譲与税等

3.9％

地方交付税

40.5％

負担金及び使用料

2.6％

国庫支出金

11.8％

県支出金

10.8％

財産収入及び

諸収入

3.0％

寄附金

0.4％

繰入金

0.1％

繰越金

5.6％

町債

10.1％

議会費

1.1％

総務費

13.6％

民生費

30.0％

衛生費

9.5％

農林水産業費

10.7％
商工費

1.2％

土木費

9.5％

消防費

7.3％ 教育費

6.6％

災害復旧費

2.2％

公債費

8.3％

令和元年度 決算報告

歳出総額

歳入総額



国民健康保険特別会計（事業勘定）
平成30年度 令和元年度 ４，６９５万円

歳入 １４億５，３７８万円 １５億　   　８５万円 ２，０２６万円

歳出 １２億７，５８０万円 １４億  　 ７４５万円 ２，４１０万円

差引額 １億７，７９８万円 ９，３４０万円 民生費
国民健康保険特別会計（直診勘定） ４億６，３９１万円

平成30年度 令和元年度 ３億７，８５１万円

歳入 １，２９４万円 １，０３６万円 １億３，０６１万円

歳出 １，２９４万円 １，０３６万円 ６，３７０万円

差引額 　　　　０万円 ０万円 衛生費
後期高齢者医療特別会計 １億３，７８９万円

平成30年度 令和元年度 ２億４，２０９万円

歳入 １億４，１８４万円 １億４，５０５万円 ３，９１０万円

歳出 １億４，１２５万円 １億４，４９９万円

差引額 ５９万円 ６万円 ９，３８５万円

介護保険特別会計 ９，５６７万円

平成30年度 令和元年度 ８，７１４万円

歳入 １６億６，３６５万円 １６億２，２３４万円 ７，８３４万円

歳出 １５億８，０１４万円 １５億１，９２９万円 ２，４９６万円

差引額 ８，３５１万円 １億　　３０５万円 商工費
久米財産区特別会計 １，０５１万円

平成30年度 令和元年度 １，７５０万円

歳入 １，０７９万円 ９６２万円 ８４６万円

歳出 ８１８万円 ８３３万円 ６００万円

差引額 ２６１万円 １２９万円 土木費
下水道事業特別会計 １億３，４９５万円

平成30年度 令和元年度 ２，６１４万円

歳入 ３億２，２４８万円 ３億　　３２８万円 ４，２５７万円

歳出 ３億　　７８１万円 ２億８，９１４万円 消防費
差引額 １，４６７万円 １，４１４万円 １億５，８６７万円

上水道事業特別会計 １，５６９万円

収益的収支 平成30年度 令和元年度 ６７１万円

収入 １億７，９１１万円 １億７，８２４万円 １，４１９万円

支出 １億５，８０６万円 １億５，９６７万円 教育費
差引額 ２，１０５万円 １，８５７万円 ５８６万円

資本的収支 平成30年度 令和元年度 １，７３８万円

収入 ２７０万円 ２２万円 １，４１１万円

支出 １億　　９０８万円 １億２，３４４万円 災害復旧費
差引額 △１億　　６３８万円 △１億２，３２２万円 ２３０万円

１，５８１万円

２４８万円

公債費
５億６，６５１万円

　

多良木町 財政再生基準

実質赤字比率 － ２０％

連結実質赤字比率 － ３０％

実質公債費比率 ８．６％ ３５％

将来負担比率 ４１．７％ －

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は赤字がないため、比率は発生しません。

※資金不足比率については公営企業会計に赤字がないため、比率は発生しません。

教育・保育給付費事業

令和元年度の主な事業費
総務費
地方創生推進交付金事業

プレミアム付商品券事業

選挙費

堆肥センター管理事業

介護・訓練等給付事業

児童手当給付事業

ふれあい交流センター管理事業

人吉球磨広域行政組合負担金（ごみ処理施設等）

球磨郡公立多良木病院負担金

子ども医療費扶助事業

農林水産業費
中山間地域等直接支払制度交付金

多面的機能支払交付金

地籍調査事業

第二多良木地区基盤整備事業

球磨川水系防災・減災事業

多良木町商工会運営補助

歴史回廊たらぎ交流促進事業

観光協会運営補助

プレミアム商品券発行補助

社会資本整備総合交付金事業

町営住宅建設事業

町営住宅ストック改善事業

上球磨消防組合負担金

消防団拠点施設等整備事業

消防積載車購入

弓道場改修事業

文化財保護事業

学校給食費補助

※資本的収支の不足額については、過年度損益勘定留保資金及
び当年度損益勘定留保資金で補塡しています。

林業用施設災害復旧事業

公共土木施設災害復旧事業

起債(借入金）の償還

農業用施設災害復旧事業

３５０％

　自治体の財政を適正に運営することを目的として、国では平成１９年に財政健全化法を定めました。

　この法律は、新たな財政指標により、早期健全化と財政再生の２段階で自治体の財政悪化をチェックするとともに、特別会計

や公営企業会計も合わせた連結決算により、自治体の財政状況を明らかにしようとするものです。

　この財政指標では、早期健全化基準（黄信号）と財政再生基準（赤信号）が定められ、さらに上・下水道などの公営企業会計

についても個別に経営健全化基準（黄信号）が定められています。

　平成２０年度の決算からは、この指標のいずれかが基準を上回った自治体には、財政の健全化に向けた計画の策定など、さま

ざまな制約が課せられます。

　令和元年度の決算に基づく算定の結果、多良木町では、いずれの指標も早期健全化基準を下回る数値となっています。

早期健全化基準

１５％

２０％

２５％

特別会計の決算

財政健全化判断比率の公表について


